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（午後 ３時００分 開会） 

○山中課長 定刻となりましたので、ただいまから東京都太陽光発電設備高度循環利用推

進協議会の第１０回目を開催させていただきます。  

  本日の司会をさせていただきます環境局資源循環推進部資源循環調整担当課長、山中

でございます。よろしくお願いいたします。  

  開催に当たりまして、何点か注意事項を申し上げます。まず本協議会につきましては、

ウェブで公開されております。通信環境の状況によっては、映像、音声、こちらが途切

れる場合がございますが、あらかじめ御了承ください。  

  委員の皆様には、本会議室に出席いただいておりまして、オブザーバーの川崎市様に

はオンラインで参加いただいております。  

  本会議での御発言の際には、面倒ですけれども挙手をいただいて、御発言をいただき

ます。川崎市様が御発言される場合には、チャットか挙手機能を使ってお知らせくださ

い。お手数ではございますが、発言の前にお名前をいただいてから発言をいただければ

と思っております。  

  なお、傍聴者の方には、本協議会の録画・録音等を慎んでいただきますようお願い申

し上げます。  

  本日の資料でございます。皆様には、こちらの第１０回の協議会の資料と、あと今日

はリサイクル事業の紹介を浪越様のほうからいただきますので、こちらのリサイクル事

業の浜田様の御紹介の資料を配付させていただいております。  

  あと、本協議会は設置要綱８条の規定に基づきウェブで公開しておりますが、議事録

と配付資料、こちらについてもウェブ上で公開するということになってございます。  

第１０回の協議会の資料をおめくりいただいて、２ページを御覧ください。本日の次

第となっております。  

  最初に次第１の開会挨拶となります。本協議会の会長である環境局木村資源循環計画

担当部長より開会挨拶をさせていただきます。  

○木村部長 皆様、いつもお世話になっております。東京都環境局の木村でございます。  

  着座で失礼いたします。  

  改めまして、委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、また寒波も厳しい中で

はございますけれども、第１０回太陽光発電設備高度循環利用推進協議会に御出席を賜

りまして、誠にありがとうございます。また日頃より、本協議会の取組に対して、専門

的な御知見と多大なる御協力をいただいておりますことに、心より御礼申し上げます。  

  さて、皆様も御承知のとおり、先月２３日に国において検討が進められてまいりまし

た、太陽光パネルのリサイクルに関する法制度案というものが示されてございます。現

時点では、制度案の詳細というのはまだまだ明らかになっているものではございません

けれども、昨年３月に中央環境審議会から環境大臣に意見具申された、太陽光発電設備

のリサイクル制度の在り方についてと比較しますと、全ての太陽光パネルのリサイクル

を実現するという点において、なかなか対象範囲ですとか、求める内容というのが限定

的なものにとどまっているのかなと受け止めてございます。  

  最も国の資料におきましても、２０３０年代後半以降に見込まれる大量廃棄に備えて、

規制を段階的に評価した上で、太陽光パネルの幅広い排出者等へのリサイクル義務化を
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目指すとされているところでございます。  

  東京都といたしましては、この段階的な制度強化が可能な限り早期に具体化され、住

宅等も含めた真に実効性のあるリサイクル制度として構築されることを、強く期待して

いるところでございます。また、今回示された法制度案におきましては、地方公共団体

にも一定の役割といったものが求められると伺ってございます。今後、国における検討

状況ですとか、具体的な制度設計の動向を的確に把握しながら、都としてどのような対

応が求められるのか、引き続き注視し、必要な対策を取ってまいりたいと考えてござい

ます。  

  本日の協議会では、東京都が実施しております太陽光パネルのリサイクルに関する補

助制度のこれまでの実績を御報告するとともに、さらなる活用推進を図るためのＰＲ動

画の案を御提示させていただきます。完成の際には、委員の皆様におかれましても、そ

れぞれのお立場やネットワークを通じて、広く発信に御協力を賜りましたら幸いでござ

います。  

  また事務局からの議題に加えまして、本協議会の委員でいらっしゃる株式会社浜田の

浪越様より、パネルリサイクル事業に関する取組について、御紹介をいただく予定とし

ております。現場に即した、大変貴重なお話を伺えるものと存じます。  

  本日、限られた時間ではございますが、委員の皆様から専門的な知見に基づく率直な

御意見、御助言を賜りまして、今後の取組の一層の充実につなげてまいりたいと考えて

ございます。  

  本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

○山中課長 ありがとうございます。  

  それでは、次第のほうに移っていきます。  

  まず最初に、次第２のリサイクル施設の追加公募についてから、４のリサイクル設備

導入補助について、こちら、まとめて事務局のほうで説明をいたします。その後、委員

の皆様から御質問、御意見をいただきますので、よろしくお願いいたします。  

  では、事務局よろしくお願いいたします。  

○事務局 では、１枚めくっていただいて、もう一枚ですね。事務局のほうより、リサイ

クル施設追加についての御報告をさせていただきます。  

  まず、前回９月の協議会で１社追加の御報告をしたところですが、１２月に新たに１

社を追加指定を行いましたので、改めての報告になります。  

  公募の対象は今までどおり、首都圏に所在する施設において、表１に記載する方法で

シリコン系の使用済み住宅用太陽光パネルのリサイクルを行うことができるもの。もう

一つが、表１に記載する方法で、令和２年４月１日から申請の日の前月末までの期間に

おいて、首都圏で使用済み太陽光パネルの中間処理を１年以上行った実績があるもの。

ここで言う首都圏というのは、今までも何回もお話ししていますが、１都７県で東京、

埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨となっています。  

  公募の対象については、今までと変わりません。要件、対象方法、従前のとおりとな

っております。１年以上のリサイクルの実績、それから８０％以上のリサイクル率、こ

れについて、都が指定している調査機関である東京都環境公社による書面審査並びに現

地調査を継続して行っております。公募の期間は、令和７年６月２日から令和７年１１
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月７日までの約５か月間、公募期間を設定しておりました。  

  次のページをお願いします。  

  リサイクル施設の指定についての報告です。  

  今年度、令和７年度の欄を見ていただくと、２社指定をしています。１社が、株式会

社杉浦土木さん。これは、前回、御報告させていただいています。もう１社が、株式会

社国際資源リサイクルセンターさん。これが１２月に指定した施設でございます。栃木

県の施設の指定は、今回が初めてとなっております。  

  都が指定する首都圏のリサイクル施設数というのが５年に６か所だったのが、６年に

８か所、７年に１０か所と徐々に増えています。令和５年については、６か所、６施設

を指定しているのですが、こちらの６施設の稼働年数も２０１７年から２０２２年の稼

働年数であり、単年度で稼働しているものではないので、たまたま令和５年に募集を始

めたというところで、５年の指定が多くなっているところです。  

  今年度、追加の公募を行いましたが、来年度、令和８年度もリサイクル施設の追加公

募を予定していますので、委員の方で要件を満たす施設を御存じでしたら、また改めて

お声がけいただければと思います。  

  １枚めくって、次のページになります。  

  次が、リサイクル補助についての御報告になります。  

  令和５年からですが、リサイクルに要する費用の一部を東京都が補助してきています。

補助対象者ですが、都内の住宅から排出される使用済み住宅用太陽光パネル、発電出力

が５０ｋＷ未満をリサイクルするために都が指定するリサイクル施設、今は１０施設あ

ります。リサイクル施設に、太陽光パネルの処理の委託を行う排出事業者、または所有

者となっております。令和６年度より発電出力を１０ｋＷから５０ｋＷに拡大したのに

加えて、申請者を排出事業者である工事業者に加えて、所有者による申請も可能として

おります。  

  従前のとおり申請書の受付け、それから補助金の交付は、環境公社のクール・ネット

東京が行っています。  

  リサイクル補助の実績、一番下になりますが令和５年度が８件、６年が６件、７年、

今年度ですが１月末時点で１６件となっております。前回開催した９月の協議会のとき

は１３件だったので、その後、３件増加しております。  

  また、リサイクル補助制度の広報活動の一環として、都に登録のある解体業者さん、

建設リサイクル法による登録事業者、約２，３００社へリーフレットを１月に送付しま

した。こちらは、都市整備局のホームページで令和７年１１月末現在に記載のある事業

者さんにお送りしております。  

  また１枚めくっていただいて、リサイクル設備の導入補助の説明になります。  

  令和７年度より高度再資源化設備導入促進事業を行っております。令和７年度は国補

助への上乗せ補助であり、国の補助の交付決定を受けていることを、都の補助の補助要

件としていました。令和８年度より都の単独補助を行えるように、書いてあるのはまだ

東京都予算案の概要なのですが、そちらを少し記載しております。  

  補助金のイメージなのですが、下が今までの補助金のイメージで、国の補助が２分の

１。残ったうちの２分の１を都が補助して、事業者はその半分で、事業者は４分の１の
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負担になるというものだったのですが、都単独の補助のイメージとしては都が半分、２

分の１を補助して、事業者の負担が２分の１となるものを拡充しております。  

  以上までが、リサイクル設備導入補助の御説明になります。  

○山中課長 資料の中で少し補足しますと、１ページ戻っていただき、こちらのリサイク

ル補助でございますが、今年度１月末までで１６件ということで、前々年度、前年度に

比べると増えているというのはあります。  

  この１６件の中で、パネルを取り外す理由みたいなものも少し教えてもらっているの

ですが、半分以上はパネルを新しいものに交換しますという方でした。ですので、引き

続き太陽光は入れていっていただけるのだなというところはありました。交換するに当

たっては二十数年たったものを交換するという形でございました。  

  あと、前回、パネルの廃棄実態の紹介をさせていただいて、処分業者がパネルの引き

取りをやめた理由は何でしょうかという話があったんですけども、それにつきましては

また今年度も調査をやっておりまして、整理をして次回の協議会でそちらをまとめたも

のを報告できればと思っております。補足説明でございました。  

  では、委員の皆様から何か御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。  

○村井委員 住宅生産団体連合会の村井と申します。  

  実績に関しての実態について分かる範囲で教えていただきたいのがまず一つと、あと

はちょっと補助金の施設の選定について、ちょっと質問があります。  

  まず１６件という形で実績が増えてきたということですけれども、実際にその処理を

されているところの業者さんを選定するというところについて、パネルを回収した収集

運搬業者がそれを決定しているのか、施工業者が決定しているのかということと。あと

は幅広く分布しているので、そういったところから傾向がつかめるものなのかとか、ま

ずちょっとこの辺について教えていただきたいのが一点です。  

  それと、今申し上げたように選定ということになりますけれども、今回も新しく追加

された業者の一部が栃木県ということになるんですけれども、一定距離を置くことは必

要な部分ということになってくるので、これに対してその補助金額というのがｋＷ当た

り２万５，０００円というところの、いわゆる固定の補助ということになるので、そう

するとその収集運搬費用が増加することに対しての補助のバランスというか、そういっ

たところから数を増やすということと、分布をするというところとのバランスというと

ころで、選定されるに当たっての何らかの影響が出るのではないかなというようなとこ

ろが少し気になりましたので、まずこれを教えてください。  

  あと、もうちょっと聞きたいことがあるので、またそれは後でまたお聞きします。  

○山中課長 はい、分かりました。まずリサイクル施設に持ち込む決定ですね。どなたが

しているのかというのを大体聞くと、排出事業者、撤去する業者で、どこに持っていく

か決めていると聞いており、パターン的には多い形ではございます。  

  あと、やっぱり遠いところもあって、一律２万５，０００円の補助としていますが、

もともと２万５，０００円を決めるときも、ある程度、運搬が非効率だというところで、

運搬費は潤沢に見ているというところもございます。おっしゃられるように、１０か所

はあるのですが、出されるところはまだ均一という感じではないです。やっぱり、その

中で濃淡がまだあるなというところではございます。  
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○村井委員 ありがとうございました。そういった意味では、特にその補助金が出るとい

うことに対しての公正性は保たれていると。それは、それだけの予算を見ているからと

いう理解で分かりました。  

  もう一個、よろしいですか。  

  その表の下のところに、「都に登録のある解体工事業者（２，３００社）へリーフレ

ット送付」とありますけれども、改めて確認なのですが、ここに言う登録のある解体工

事業者というのは、建設リサイクル法で定める解体工事業者という理解でよろしいです

か。  

○山中課長 そうです。  

○村井委員 ありがとうございます。  

  そうしますと、いわゆる解体工事業を取っている業者というのは、解体工事業登録と

はかぶらないと思うんですけれども、こういった方々へのお知らせというのは、実態と

してはどのような周知活動などを行っていますか。  

○山中課長 まだ補助の件数を見ると、そういう周知の必要があるのかなと思っています。

都に登録のある事業者であれば、都のほうが連絡先を知っていますので、まずはやれる

ことから始めていって、周知をしていきたいというところがございます。  

  話が戻ってしまって申し訳ないのですが、リサイクル施設のほうも処理してとか、ま

だ申請のあるところが少し偏りがあるというところも、搬出する事業者、工事業者のほ

うもある程度何回も複数回出しているところもありますので、やっぱりこれを満遍なく

皆さんに広く知ってもらっていきたいというところを、考えておるところでございます。  

○村井委員 ありがとうございます。そうしますと、経験値をいわゆる積んでいくことで

こなれていくので、こなれていくことから利用される業者も満遍なく広がっていくこと

を、都としては期待されているというふうに理解しました。ありがとうございます。  

○山中課長 ありがとうございます。  

   

  では続きまして、次第の次ですね。リサイクル補助のＰＲ動画、こちらの説明に移り

ます。  

  では事務局、お願いいたします。  

○事務局 そうしたら、リサイクル補助の動画のほうの説明に移らさせていただきます。  

  まだこれは素案の段階なのですが、こういう形で動画を作ってＰＲしていこうという

ものを今作っていますので、少し見ていただいて、御意見などいただければと思います

ので、よろしくお願いします。  

（動画）  

○事務局 以上になります。今お見せした動画は音が入っていないのですが、サイネージ

とかそういうものを使って広報していこうと思っているので、無音になっています。あ

と当然、音が入っているものも作成しまして、次のページになりますが、発信のツール

としては都のホームページとかＳＮＳを使う予定です。  

  最終的にこれが出来上がった際には、皆さんの御協力をいただきながら、いろいろな

ところで御案内させていただいて、リサイクルルートの構築に向けた取組を進めていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いします。  
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○山中課長 今、こういう動画を作っているのですが、東京都としましては結構色々な事

業の動画を作り伝わりやすく広報していこうということで非常に力を入れています。  

  これは、突拍子もないと言ったら言い方が変ですが、そこまでキャッチーには作って

ないのですが、ほかの事業の動画ですと、色々なキャラクターを使ったり、みんなに

「あっ、これ何だろう」って思わせるような広報を展開しております。  

  この動画につきましては、作る中では都の中で広報戦略をつかさどっているところが

ありまして、そこと打合せをして作っているところなのですが、そこからの意見として

は、まず補助をしているんだと、負担にならずにリサイクルできるんだということを言

うべきだということもあって、一番最初に東京都ではパネルのリサイクルについて補助

金を出していますと、ｋＷ当たり２万５，０００円を出していますと。それが出た後に、

詳しくはこちらを検索と。この詳しくはこちらを検索というのは、ずっとこれが画面に

残っていたほうがいいだろうということもあって、それがずっと残る形で作成していま

す。  

  少し動きがあったほうがイメージしやすいだろうということで、都内の太陽光パネル

の廃棄量が今後増加していきますよということや、まだ案ベースですがもう少しアニメ

ーションをうまく作って、パネルがアルミになるよ、ガラスになるよ、セルが金属にこ

うなっていくよといった、素材ごとに分離して再生利用されていくんだよとアニメーシ

ョンで分かるようにできればいいなというところであります。  

  最後に、象徴的にリサイクルループがこうして回っていきますといったイメージを作

ってみてはどうか、と広報戦略の打合せで話に挙がりまして、作成しています。色々な

機会で動画を流していって、先ほどのリサイクル補助の件数がもっと上がっていって、

パネルはリサイクルが普通にできるんだということを所有者の方、都民の方に知ってい

っていただければというところであります。  

  何かこれについて、例えばこういったところで流したら面白いんじゃないかとか、こ

ういうところで発信できるかなみたいなことがあれば、いろいろまた教えていただけれ

ばと思っているところであります。  

  何か御質問、御意見等あれば、お願いいたします。  

  村井さん、お願いします。  

○村井委員 住宅生産団体連合の村井です。  

  短い中でメッセージを伝えたいというところもありますので、あまり情報の積込みは

よくないかなとは思いつつも、何ていうんですかね。リサイクルされていますという表

現だけは広く、いろんなところで目にするところですが、むしろその補助金を使うこと

でこれが推進されるというところのメッセージは、もうちょっと強調してもいいんじゃ

ないかなというふうに思いました。  

  あと、なかなか算出するのは難しいかなと思いますけれども、太陽光パネルのその発

生量の推移というのが、よく使われている全国で一律の数字ということになっているの

で、せっかく都がやられることなので、できたら都ではみたいな部分の情報が入ってい

ると、もうちょっと都民に対してはメッセージが伝わるのかなという。訴求性は弱いか

もしれませんけれども、都ならではの部分というのは、もうちょっと組み込まれている

といいかなというふうに思いました。  
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  以上です。  

○山中課長 貴重な御意見、すみません、ありがとうございます。  

○増田委員 よろしいでしょうか。  

○山中課長 増田様、お願いします。  

○増田委員 日本太陽光メンテナンス協会の増田です。  

  ＰＲ活動としては、皆さんの協会に窓口の方がいらっしゃると思いますので、例えば

当協会の場合ですと依頼先は理事長名で、名前は黒澤といいます。私宛にメールで東京

都のホームページにリンクを貼っていただけないかという要請をいただければ、当協会

だけでなく、皆さん、多分喜んでやっていただけると思いますので、そういう要請をぜ

ひ東京都のほうからやっていただければありがたいかなと思います。  

  以上でございます。  

○山中課長 非常にありがたいお言葉をありがとうございます。こちらのほうからアプロ

ーチをさせていただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  

  大槻様、お願いします。  

○大槻委員 日本ＰＶプランナー協会の大槻です。  

  ちょっと参考までになんですけども、先立ってとあるちょっとセミナーがあって、海

外から来るパネル、中国が多いわけなんですけども、これって本当にいいんですかみた

いな話があったんですね。そのときに講師の方が答えたのは、これは日本に入ってくる

資源であると。要は日本産ではないけど海外から入ってくる資源、いわゆる都市鉱山で

あると。それをうまく活用して、回していくことが大事だという発想に、参加者が相当

うなずいておられましたので、何かちょっとその辺もひねって、入れていただきたいな

というのと。  

  あと若い方の意見を、もう一回聞いてもらいたいなと思います。やっぱり今は、この

間の選挙もそうですけども、やっぱりこのＳＮＳの活用がうまいところが成功していま

すので、よろしくお願いいたします。  

○山中課長 ありがとうございます。そうですね。資源になっていくんだというところは、

誠にそのとおりでございまして、我々も資源循環推進部という名前を冠に持っておりま

すので、そこの面は確かにそのとおりだと思います。  

  あと、ＳＮＳ等での発信をうまく活用し、訴求していくことの効果というのは、非常

に我々も思っているところがありますので、本当にありがとうございます。  

  宇田様、お願いします。  

○宇田委員 株式会社エヌ・ピー・シー、宇田です。  

  まず、そうですね。リサイクルできるというのを、我々はもちろん分かっている方の

ほうが多いんですけど、世の中ってまだ分かっていない方のほうが圧倒的に多いと思う

ので、まずリサイクルができますよというのも、ちょっと強めにアピールしていただい

たほうがよろしいのかなと思いました。  

  あと、これもこういう、何ていうんですかね。協議会の中なので、皆さんの中では一

般的かもしれないんですけど、ｋＷ当たりという言い方が、果たしてこれが、例えば一

般家庭の方って、自分の家の屋根に何キロついているかって御存じない方も結構いるん

ですよ。なので、ちょっとすみません。替えの案があるかって言われたら、今特に思い
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浮かばないんですけど、ただこれが一般的なのかどうかというところで、何ていうんで

すかね。より本当に補助が出るんだ、これぐらい出るんだという想像がつきやすいかど

うかで言うと、検討していただいてもいいのかなとちょっと思いました。  

  以上です。  

○山中課長 ありがとうございます。我々の中でも、ｋＷで言っているものですから、あ

まり疑問を抱かなかったところもあるので、ありがとうございます。定義として、そこ

は少し考えるところもあるかなと思います。ありがとうございます。  

  ほかにございますでしょうか。  

  高橋様、お願いします。  

○高橋委員 東京建物解体協会の高橋です。次のページをちょっと見せてもらってもいい

ですかね。  

   

○高橋委員 山なりグラフが出ているところですね。そこですね。  

  先ほど村井さんからもお話があったんですけど、その今の青い山のところに東京都の

分は、例えば赤とか違う色で表示して、東京都ではこれだけ、全体ではこれだけのが一

目で分かるようにはできるんじゃないかなと思うので。東京都はパネルの設置の義務付

けもあるので、基本的にはその東京都でどれぐらいのものが出ているのかというのは、

情報としてはあったほうがいいのかなと。  

  それと、やっぱり解体するほうからすると、やっぱりｋＷというのが非常に浸透しな

いで、大体皆さんおっしゃるのは１０枚、１０枚あるんだよとか、２０枚あるんだよっ

て枚数で言われることが多いですね。やっぱり撤去する側とすると、ｋＷというのがあ

るから、手間が変わるわけでもないし、やっぱり何枚あるのかというほうが情報として

はほしいというのがあるので。ここの場合は、ｋＷにするのがちょっと何が分かりやす

いのかちょっと分かりかねますけども、やっぱり解体屋は枚で考えますね。  

  以上です。  

○山中課長 ありがとうございます。そうですよね。一般家庭の人だと何キロというより

は、うち何枚ついているよなという感じが多いですよね。おっしゃるとおりですよね。  

  あと、こちらの推計の量は、前に東京都内で排出されるパネルの推計値というのを、

協議会の第３回か第４回かのときに出させてもらいまして、それを少し加工したもので、

少し縦横の縮尺はありまが、それの同じ比率で上がっていくという形で示した図式でご

ざいます。なので、そういう説明もないと、分からないところもあるかもしれないです

ね。  

○山中課長 西堀様、お願いします。  

○西堀委員 太陽光発電協会の西堀でございます。  

  先ほどの最初のページで、このｋＷ当たりというのは、やっぱり私も引っかかってい

て、確かに正しいのですけどなかなか伝わりづらいなというのがあって。枚というのも、

なかなか今このワット数が違ってくるので難しいなと思いました。  

  例えば、東京都で入っている平均的な４KWとか３KWとかありますよね。例えば平

均家庭では幾らぐらいとかを示すことでどうでしょうか。ただ、ｋＷあたり、２万５，

０００円を書いておかないと、多分そういう誤解を生んじゃうので、何か、ぱっと見て
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分かりやすいようなところを上げて、ｋＷは２万５，０００円というふうに小さく書く

というような感じで、少しアイデアがあったらいいかなと思っています。  

○山中課長 ありがとうございます。例えば、今補助を出しているもので、１件当たり幾

らとか出して、ただ注意書きで誤解のないように書いておくというのは、やり方として

はあるかと思います。おっしゃるとおりですね。  

  そうすると、１件これぐらいの補助かというのはイメージしやすいのはおっしゃると

おりですね。ただ、おっしゃるとおり正しい諸元みたいなのも一応は書いておかないと

いけないというところもあろうかと思いますので。ありがとうございます。  

○大門委員 一つ、よろしいでしょうか。  

○山中課長 お願いします。  

○大門委員 Ｏ＆Ｍ協議会の大門です。  

  今の関連が一つと、もう一つ別のやつです。今のやつだと、これ端数はどうなるのか

なというのが一つ質問です。  

○山中課長 何点何キロのときということですね、補助金として。  

○大門委員 そうです。というのが質問の一つ。  

  もう一つが寿命と書いているんですけど、そこを寿命と入れたのは、心積もりしても

らうために入れているんでしょうけど、何をもって寿命としているのか、もう一つよく

分からなくて。多分、分からないな、意図が。  

○山中課長 寿命と入れたのは、おっしゃるとおり心積もり的に、うちのはどれぐらいに

設置しているから、じゃあ何年後かには撤去の対象になるんだなというところであるん

ですけど、そうしたときに寿命というのは、その性能が出なくなるときを言うのか、全

く使えなくなるときを言うのかとか、どのタイミングで言うのかというのは分かりづら

いという感じなんでしょうか。  

○大門委員 そうなんですね。恐らくは、どうでしょうか。言われているところだと７割

ぐらいになるんですか、２５年から３０年で。それなのでということなんですけど、住

宅の方だったら、安全に使えるんだったら、それでもいいのかなと、こう思っているん

ですね。  

  最近ネットで見かけたやつを、論文形式になっていなかったので、その根拠まで見て

いませんけど、５０年は大丈夫だというのが出ていましたね。スイスで９０年代の頭に

やったやつ、あの低地と中間地と高地と３か所でちゃんと調べたって。メーカーが違う

ので、全部に言えるかどうか分かんないんですけど、ちょっとそんなところから寿命と

いう言葉で何を伝えたいのかなというのが、よく分からなかったというところです。  

○増田委員 日本太陽光メンテナンスの増田です。  

  そういう場合は、いつも設計寿命だったり、推定寿命だったりしています。あと私も

関西でいろいろな方に伺いまして、最初にご自身で設置された、当時三洋電機の社長を

やられた方の２０年たった太陽電池を見に行きました。太陽電池よりも先にケーブルの

ほうが、露出した部分のケーブルが脆くなっていました。いわゆる可塑性がなくなって、

柔らかいのが硬くなっているので、意外とパネルよりもケーブルのほうが意外と寿命が

短いというのが実感です。そのケーブルを交換すれば当然寿命が長くなります。それが

設計寿命の諸条件だと思います。実際の実態かなと思っております。  
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  以上でございます。  

○山中課長 山崎さん、お願いします。  

○山崎委員 東産協、リーテムの山崎と申します。  

  このＰＲをされる場所ですが、電車広告とかサイネージということで、マスプロモー

ション的な効果を狙ってというところだと思うんですけども、ちょっとそれとは逆の発

想（コミュ二ティプロモーション）で、これ本当にジャストアイデアなんですけども、

最近リサイクルに関しては、市区町村さんのほうで拠点回収というのが結構進んでいる

んですよね。自治体さんのほうで、例えばコミュニティセンターとか図書館とか、そう

いう公共施設にいろんなボックスを置いて、例えば古着であるとか、小型家電類である

とか、蛍光管であるとか、いろいろなボックスを置いて、そこに市民、区民の皆さんに

持ってきていただくという、そういう場所が結構できてきておりまして。どちらかとい

うと紙媒体のほうがマッチするとは思うんですけど、そういうところでプロモーション

していくと、リサイクルに興味のある方に集中、フォーカスして広まっていくやり方も

あるのかなと思いましたので、一応情報までと思いましてよろしくお願いします。  

○山中課長 ありがとうございます。なかなかそういったところでの周知の試みというの

はしてこなかったので、アイデアとしてありがとうございます。  

○山中課長 大槻様、お願いします。  

○大槻委員 今のお話なんですけど、私ども八王子市さんでセミナーをやらせていただい

たときに、やっぱり東京都さんのいろんな義務化が、実は八王子さんにちゃんと伝わっ

ていなかったということがあって、先ほどの補助金の団体さんも参加していただいたん

ですね。  

  あと、僕、中野区なんですけど、中野区の環境さんへ行ったときに、やっぱり東京都

さんの補助金が幾らってアピールはされていないのですよ、中野区の補助金のＰＲだけ。

いや、これはおかしいんじゃないですかと。市民からすると、区民からすると、東京都

の補助金も使えれば、中野区も使える。なので、ここはもう少し自治体さんと協力され

たほうがいいんじゃないかなと、今のお話に合わせて、そう考えます。実態は、そんな

感じでした。  

○山中課長 分かりました。ありがとうございます。やっぱりそういう実態もあるんです

ね。そういうのが抜けているというのがあるので、我々も太陽光のこういった取組、都

でこうやっているということに関しては、区市町村のほうの周知というのはやっていこ

うと思います。ありがとうございます。  

  皆様、ありがとうございます。動画については、いただいた意見をどこまで内部でで

きるかというところはあるんですけれども、貴重な意見として再考して、動画の完成に

向けていきたいと思います。ありがとうございます。  

  続きましては、次の議題です。ソーラーウィーク２０２５についてです。  

  では、事務局のほうから説明いたします。  

○事務局 それでは、ソーラーウィーク２０２５についての説明をさせていただきます。  

  今年度、ＪＰＥＡさん主催のソーラーウィーク２０２５において、「適正処理・リサ

イクルの政策動向及び『取り外し～収集・運搬～リサイクルの現状と課題』」というテ

ーマで、セミナーを実施しました。  
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  経済産業省のプレゼンの後、東京都の太陽光パネルリサイクルの取組について、これ

は環境局から、そして今後の太陽光パネルに関する課題・問題点等について、こちらを

東京建物解体協会の高橋様より、太陽光パネルスマート回収システムの概要及び太陽光

パネルの収集・運搬にかかる課題について、こちらは福岡県リサイクル総合研究事業化

センターの田尻様、太陽光パネルのリサイクルの現状と課題～水平リサイクルへの取り

組み～についてということで、株式会社浜田の濱田様より、そして太陽光パネル由来の

ガラスカレットの板ガラス向けリサイクルの取組状況・課題についてということで、Ａ

ＧＣ株式会社の竹本様よりプレゼンをしていただきました。  

  ５社によるプレゼンの後、パネルディスカッションも行いまして、セミナーのほうを

進めていただきました。これについては、ＪＰＥＡさんに多大な協力をいただきまして

ありがとうございます。  

○山中課長 このソーラーウィーク２０２５でリサイクルの件をセミナーに取り上げてい

ただいて、ＪＰＥＡ様には非常にありがとうございました。  

  これに関して何か反響があったとか、なんとかというのがもしあれば、西堀様のほう

から補足をいただければと思います。お願いいたします。  

○西堀委員 太陽光発電協会の西堀でございます。  

  今回、ソーラーウィークにも、この中に委員の方々も含めて参加いただきありがとう

ございました。  

  今回、聴講数は約２００名弱になっております。ほかのセミナーに比べても多いほう

だったかなという感じがしておりまして、関心の高さというのが伺えるという形になり

ました。アンケートを任意でいただいている中で少し御紹介すると、非常に参考になっ

たという声が結構多かったのと、それから継続して来年度以降もやっぱりやってほしい

ということ。それから、あとは今回生産者がいなかったので、生産者の意見も聞きたい

というところですね。発電事業者の方もおられなかったので、今後そういう方々も当然、

今回の法案に含めて必要なのかなという感じがしています。  

  それから、あと実際に廃パネルの処理場の見学会に参加をしたという方から、セミナ

ーを聞いて理解が深まったという声。それから、あと各方面から専門的な話は、ＳＮＳ

で広がる不確かな情報に惑わされなくなるために大変助かったと、引き続き、最新動向

を得る場としてお願いしたいというところです。それから、あとは太陽光パネルリサイ

クルにおいて多くの課題が残っていると感じたと。また、太陽光パネルリサイクルに関

する法律、法規等を早期に進めていただきたい。排出事業者から最終処分会社までの循

環型社会方式による全情報が携わる会社に情報共有される仕組みが必要と感じたという

こと。  

  今後、取り上げてほしいテーマとしては、やっぱりリサイクルの最新情報と課題であ

るとか、それからやっぱり義務化、これは太陽光パネル全体の義務化、今回、東京都さ

んがやられているようなことも含めての課題と解決策であるとか、それからあとリサイ

クルのその費用をどうなっていますかとか、それから太陽光パネルの排出時期とか数量

とか、トレーサビリティの確保、手段とか、あとはリユースの件についてもやはり言及

がありましたので、今後、来年度に向けて、そういうことを取り上げてほしいという声

が出ていたというところです。  
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  簡単ですが、以上です。  

○山中課長 西堀様、ありがとうございます。そうですね。いろいろな意見が出たという

ところで、やっぱり生産者の意見も聞きたいというのもあったというところで、聞いて

なるほどなと思いました。ネットとかで出回ってているものは、少し間違った情報もあ

るということで、非常にやった意義があったなと思っております。ありがとうございま

す。ぜひ、来年のソーラーウィークでもまたリサイクルを、もっと大きいところで取り

上げていただければと思います。本当にありがとうございます。  

  このソーラーウィークの中では高橋様にもプレゼンをしてもらいまして、高橋さんの

ほうからも何か一言あれば、お願いしたいと思います。  

○高橋委員 東京建物解体協会の高橋です。  

  このときにお話しさせていただいたのは、環境省さんのほうのワーキングとかでも話

した内容と同じなんですけども、やっぱりこの撤去費用の話と撤去したものをなるべく

管理型の処分場に持っていかない、リサイクル中心のやり方で進めるべきという話をメ

インにさせてもらったのですが、やはり解体工事業者だと、もうリサイクルの話の前に、

最初から管理型に持っていけばいいよというような会社さんもいるので、解体業界全体

として、これはリサイクルすべきものだというのを浸透させるために、これは東京だけ

でなく全国の組織のほうでもこういった啓蒙活動を続けていくべきだと思うので、また

機会があればお声がけをいただければ、ぜひ何かヒアリングみたいなものをさせていた

だければと思いますので、よろしくお願いします。  

○山中課長 引き続き、よろしくお願いします。ありがとうございます。  

  あと、このとき浜田様にも来ていただいて、話をしてもらって、浪越さんのほうから

も何かあれば、よろしくお願いします。  

○浪越委員 資源循環協会の浪越です。  

  先ほどエヌ・ピー・シーさんからもあったように、やはりまだまだリサイクルができ

るといったところが周知されてないといったところがあるので、私どもリサイクラーと

してはこういった機会を与えていただいて、皆さん、まだまだ知らないところにこうい

うアピール、ちゃんとできるよというのをアピールできたというのは、いい機会を与え

ていただいて、ＪＰＥＡさんのほうもありがとうございました。  

  というところの簡単なコメントではございますが、よろしくお願いします。  

○山中課長 ありがとうございます。  

  少し話が戻りますが、前のリサイクルの補助のところで、都に登録のある撤去工事会

社２，３００社に周知した中で、リサイクル補助が出ているんだとか、お金が出るん

だとリアクションいただいた会社さんがいました。だったら、ちゃんとリサイクルに

回すべきだよねと何人かそういう方がいらっしゃいました。やっぱり知らないという

会社もあって、そういうのを知ってもらって、行動を起こしてもらうということは大

事だなと。そういうのを小さなところから脈々とやっていくことも必要なんだなと思

いました。さっきのセミナーみたいなホールで、大きいところで注目を集めるところ

でやるのも、それと併せ持ってやっていく必要があるんだなというふうに思っている

ところであります。ありがとうございます。  

  こちらについて何か御質問等ございましたら、どうでしょうか。  
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  お三方にいろいろ言ってもらったので、もうないかもしれませんけど、何かまた進め

ていくうちであれば、お願いいたします。  

  それで続きましては、浜田様の発表で浪越様、お願いいたします。  

○浪越委員 株式会社浜田の浪越です。簡単に当社の太陽光パネルのリサイクルの取組と

いうのを御紹介させていただけたらなというところで思っています。  

  都のリサイクル施設というところもあったんですが、東京都内でやっているリサイク

ルというよりも、当社が当社全体でやっているリサイクル設備等々の紹介、リサイクル

事業の紹介といったところでお話しさせていただければというふうに思っています。  

  次のページをお願いします。  

  事業紹介の前に、簡単に当社の説明をさせていただきます。当社は今年で５３年目の

会社になっていまして、拠点が東京、大阪、名古屋、九州、あと京都に構えているとこ

ろになっています。当社の特徴としては、もともと鉄スクラップを祖業としまして、そ

れ以外に廃棄物の処理であったり、収集・運搬、あと変わったところであれば、今はも

う当たり前にはなっているんですけども、蛍光灯の処理というのを結構古くからやって

いたというのが特徴としてあります。  

  下に円角で書いてあるんですけども、様々なことを取り組んでいるというのが特徴で、

１品目に対して量を集めて大量に処理するというよりは、細かいものをいろんなものを

集めて、それぞれを分別することで資源価値を出していくといったところが、当社の会

社の特徴としてあるといったところになります。  

  次のページをお願いします。  

  このページは、当社が今までに太陽光パネルに取り組んできた内容を、小さいのです

けども様々書かせていただいています。まず取っかかりとして、書いてあるとおり一番

左、２０１５年にここの委員でもある株式会社エヌ・ピー・シーさんと一緒に、ＮＥＤ

Ｏの太陽光パネルのリサイクル技術の開発プロジェクトに応募して、ここで４年間、

様々な技術開発をしてきたといったところがあります。その中で、もう太陽光パネルは

廃棄が出てきて困っている人がいるといったところで、早速２０１７年のほうに東京都

の京浜島、大田区京浜島のほうでもう事業としてスタートしたというのが、事業開始の

取組になっています。  

  それ以外に様々、いろんなところを取り組んでいるんですけども、今日メインでお話

させていただくのは、一番右、２０２５年に取り組んできた内容、主に太陽光パネルガ

ラスのリサイクルについてお話させていただければというふうに思っています。  

  次のページをお願いします。  

  太陽光パネルのリサイクル、先ほど言ったとおり、まだまだ認知されてないといった

ところがあるんですけども、実はもう様々なリサイクル方法というのができているとい

ったところになります。  

  当社が導入している機械というのは、この表の一番上と一番下の機械といったところ

で、何で２種類の機械を入れているかというと、一番上のホットナイフ処理というとこ

ろに関しては、これの目的としては板ガラスを高純度のものを取り出して、高度循環利

用をしていくというところを目的に導入している機械になります。一番下、ＰＶリサイ

クルハンマーという機械を導入している目的としましては、やはり太陽光パネル、一部
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破損等々があって、災害などで破損等々があったりしたときには、実はこのホットナイ

フ処理というのはできないといったところがあり、一番下に書いてあるＰＶリサイクル

ハンマーというので処理をしていくといったところが特徴としてあります。様々いいと

ころ、悪いところある中で、この機械を選定して、当社の特に京都の工場では、この二

つの機械をメインで処理をしていっているといったところになります。  

  次のページをお願いします。  

  このページが当社の処理フロー、全体のフローといったところになっています。  

  まず、太陽光パネルですね。集まってきたものを初めの装置、ジャンクションボック

スとアルミフレームの分離装置というもので、アルミフレームとジャンクションボック

スを分離します。これに関しては、アルミフレームに関しては、アルミの原料ですね。

実は今アルミと言ったところも、ＧＨＧの削減といったところが課題として挙がってい

る中で、当社は一般的には二次合金メーカーに持っていって、二次合金として利用する

というのが一般的な流れではあるものの、当社はサッシとかであったりといったところ

で、そこもアルミに関しても高度循環利用というのを今やっていっているといったとこ

ろです。  

  ここが何で高度循環利用になるかというと、アルミ、サッシというのは、主に新塊を

使っているもので、海外から結構輸入をされているものであったり、やはり精製してい

く中で電気というのをすごい使うというので、やはりＧＨＧの排出というのが多い。こ

ういったところでＧＨＧ削減につながるように、サッシメーカーといろいろやりながら、

サッシとして使用していっているといったところが特徴であります。  

  次のプロセスになるんですけども、先ほど御説明させていただいたとおり、割れてい

るパネルと割れていないパネルといったところで、処理が変わってくると言ったところ

になります。下、割れているものに関してはリサイクルハンマーで処理をして、ガラス

カレットとシートになったものを、それぞれまた処理をしていくといったところです。

ガラスカレットに関しては、そのまま剥離したものだけではなかなかリサイクル材とし

て使っていけないといったところがあるので、ここに書いてあるとおり各種選別をして、

利用していっていると。ただし、利用用途としては、これはまだまだ実は路盤材といっ

たところで使われているものにはなっています。  

  割れていないものに関しましては、ホットナイフを通した後、ここからが当社の特徴

としてあるんですけども、まずガラスの分析を行っているといったところがあります。

これに関しては、やはりリサイクルをしていく中で、懸念物質というのがある中で、こ

こが本当に大丈夫かどうかという判断をするためにガラスの分析をしていると。様々な

ところでメーカーが発表している資料というのは、やはり溶出基準とかをベースに考え

ているところなんですが、やはりリサイクルしていくとなると、違う観点の数値という

のが必要になってくるので、これは当社として独自で見ているといったところになりま

す。  

  そこで問題ないガラスに関しては、このウォータージェット装置といったところで、

これは何をしているかというと、ホットナイフで処理した後のものを、これは当社は板

ガラスに持っていくっていったところで、高度循環利用をしていく中で課題となる残存

樹脂ですね、ここを除去するために、このウォータージェット設備できれいに磨いてあ
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げて、初めて板ガラスメーカーのほうに出荷、利用していっていただいているといった

ところになります。このプロセス全体、この右上にちょこっと書かせていただいている

んですけども、経済産業省後援の賞をいただきまして、ＧＸ審議官賞といったところで、

全体プロセスで高度循環利用をしているよねといったところで表彰をいただいたといっ

たところになります。  

  次のページをお願いします。  

  ここのページ、様々なことが書いてあるんですけども、先ほどから説明していたガラ

スって、何でガラスを着目しているのかというと、御存じのとおりカバーガラスという

のが６割を超えているものになるといったところで、やはりここの高度循環利用という

のを優先的にしていかないといけないかなといったところで、取り組んでいるといった

ところになります。  

  右のグラフに関しては、今現在カバーガラスがどういうふうにリサイクルされている

かというところになるんですけども、やはりまだまだ土木資材が一般的であると。これ、

土木資材を否定しているわけではなくて、土木資材になると、また砂になってしまうと。

ただ、先ほど言った板ガラスになると、ガラス化されているものなので、今後、実は回

収スキーム等々の課題はあるものの、半永久的に板ガラスとしてループしていけるとい

ったところがあって、当社としては板ガラスに持っていくというのを特徴としていると

いったところになります。  

  次のページをお願いします。  

  先ほどの右のグラフでもあったように、今使用されている中でグラスウールといった

ところがよく聞かれる話ではあります。左のほうを見ていただいたら分かるように、グ

ラスウールというのは実は今、既にリサイクルカレットの使用率というのが高い状態な

ので、これ以上、今、太陽光のパネルが２０４０年ぐらいには２０万ｔから５０万ｔと

言われている数量がいったときに、全て受け入れられるかといったら、やっぱりそうじ

ゃないといったところで、新たな利用先というのが必要といったところで、右にあるよ

うに、これは環境省のヒアリングの資料の中であったんですけども、やはり一番上、板

ガラスに持っていくといったところが高度循環利用だよねというところもあるので、当

社はここを目的として、リサイクルをしているといったところになります。  

  次のページをお願いします。  

  板ガラスって何が課題かというと、結構受入基準が厳しいといったところがよく言わ

れる話ではございます。冒頭、ウォータージェットの話をさせていただいたんですけど

も、何でウォータージェットをしているかというと、この上の表の一番上の部分ですね。

赤枠で囲っているように、残存有機物といったところが影響があるよといったところで、

この基準値以内に持っていかないとやはり利用していけないといったところがあって、

左下の表に書いてあるとおり、当社の初めのプロセスでは、やはり残存有機物量といっ

たところが基準値の２００倍ぐらいあるといったところで、利用ができなかったといっ

たところがあります。  

  次のページをお願いします。  

  先ほどもお話ししたとおり、この残存有機物を除去する手法というのが、このウォー

タージェット工法といったところになります。もう実際、写真を見ていただいたほうが
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分かりやすいかなと思うんですけど、右上の写真を見ていただくと、黄色い線で境を作

っているんですが、左側が処理前といったところで、処理前に関しては白濁しているの

が分かるかなと思います。この白濁している理由というのは、封止材である樹脂が残っ

ているといったところになります。ウォータージェットの処理をしたものに関しては、

この右側になるんですが、きれいにエンボス加工が見えるまで樹脂がなくなっていると

いうのが分かるかなと。下の写真というのは、その部分をちょっと拡大したんですけれ

ども、樹脂が残っていないというのがすぐ見てとれるかなといったところがあります。  

  真ん中の表に関しては、これは一度ちょっと定量的に評価をしたものにはなるんです

けども、東京都の産技研に評価していただいて、定量的にも１０ｐｐｍから２０ｐｐｍ

といったところで、先ほどの受入基準に適合するものを作れているといったところがあ

ります。  

  次のページをお願いします。  

  ここですね。様々な会社とちょっとプレスリリースを出していただいているんですけ

ども、左と真ん中というのは板ガラスメーカー、大手板ガラスメーカーでちゃんと利用

できるよと、継続的に利用できるよと。この資源循環をやっていく中で、やはり継続的

にできるかどうかといったところが課題となっているので、それなりの数量を出して、

継続的にやっていけるというのを証明していただいたというのが、この左と真ん中にな

っています。  

  右側に関しては、先ほどから板ガラスと言っている中でも、別の用途というのもやは

り作っていきたいといった当社の思いがありまして、これは当社の京都の工場の近くに

ガラスビーズを製造している会社さんがおられまして、そこと新たに作ったものになり

ます。ガラスビーズというのは、一般的には塗料に混ぜて、白線であったりとかという

のに使われたりもするものなんですけども、それ以外の用途として使っていけるかどう

かというのを、ここのユニチカさんとしては考えているといったところになっています。  

  次のページをお願いします。  

  ここはちょっと参考までになんですけども、当社、太陽光パネルですね、当社１社だ

けでは実はやっていけないといったところがあって、当社の代表のほうが発起人になっ

て、この太陽光パネルのリユース・リサイクル協会というのを設立しましたといったと

ころがあります。  

  先ほど言ったウォータージェット等々の技術というのも、当社１社でやっていくつも

りもなくて、やはりいいところ、悪いところ様々あると思うので、こういったところの

情報交換等々をしながら、よりよい仕組みをつくっていきたいという思いで、この協会

を設立をしていると。省庁関係であったりとかというのも何かしら提言をしていけるよ

うな団体として、取り組んでいきたいなというふうに思っています。  

  次のページをお願いします。  

  ここは参考までに協会のメンバーなので、結構、協会というのがリサイクラー、この

リサイクル方法ばかりが集まった協会だとかいうのが一般的に多いのですけども、当協

会の特徴としては、リサイクル方法、設備というのは問わず、様々なリサイクラーのい

い点、悪い点、同じような課題を持っているといったところで意見交換をしながら、社

会全体としてよりよい仕組みをつくっていきたいという思いで、この当時はちょっと８
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３社といったところで、そのうちの半分ぐらいがリサイクラー、それ以外でも発電事業

者さんであったり、機械メーカーさんというのも集まっていただきながら、いろいろ意

見交換をして、リサイクルをよい仕組みをつくっていっているといったところになりま

す。  

  先ほどからお話が上がっていたとは思うんですけども、このリサイクルってただリサ

イクルをするだけじゃなくて、やはり本当に海外から入ってきたものを日本の資源とし

て使っていくといったところで、先ほども申し上げたとおり資源ですね。経済安全保障

の観点からもリサイクルをしていかないといけないといったところで、当社は取り組ん

でいるといったところです。  

  これはちょっとここにいるメンバーしか見えないんですけども、よくリクルート等で

も説明するんですけども、これ何か分かるかというと、これは銀なんですね。論文等々

で出ているんですけども、１枚当たり大体これぐらいが使われているといったところで、

本当に実際のもので作るとやはりインパクトがあるので、何に使われているのかという

のがやはり重要になってくるかなと。この銀を見たら、ああ、これってもう一回工業用

の銀に使えるよねとかという観点が出てくるので、こういったところで認知をしていっ

てもらいたいなという思いで、こういうのを製作していると。これが本当に、実際に太

陽光パネルから取れた銀になります。参考までになんですけども。  

  次のページをお願いします。  

  最後、今お話をした中で、なかなか伝わりにくい部分もあると思いますので、当社の

京都の工場の紹介動画を見ていただければなというふうに思っています。ウォータージ

ェットの部分に関しては、ちょっと動画が取りにくいところがあるので、ここには入っ

ていないので、また何かあれば個別に来ていただければなというふうに思っています。  

  では、動画のほうをお願いします。  

（動画）  

○浪越委員 ここからが京都の工場のリサイクル工程になっていまして、先ほどのフロー

図の一番最初の部分ですね。これがアルミフレームを分離する工程と、ジャンクション

ボックスを切断する工程になっています。これが今、ジャンクションボックスを切断し

ているところですね。  

  この工程がメインの当社のコア装置の一つであるホットナイフになっていまして、こ

この工程でガラスとセルシートに分離をするといったところになります。剥がれている

のが今シート部分ですね。この後の動画でガラスがきれいになって、板ガラス状で出て

くるのが見てとれるかなと思います。今、映っているところというのが、ごめんなさい。

ここは映っているといったところが、先ほど言っていたガラスの成分を分析していると

いったところになります。当社は、全てガラスを分析した後、今、出ているように個体

管理をしていって、どのガラスにどういう成分だというのを、管理をしているといった

ところになります。  

  今、映っているのが、もう一台の設備であるＰＶリサイクルハンマーのほうになりま

す。こちらは先ほどの機械とは違って、板ガラスでは取れないので、やはりいろんなも

ののコンタミというところが出てくるので、先ほどの説明のとおり、選別をしていると。

今、映っているのが風力選別の前段階ですね。最後、映るのが、これが色彩選別で、色
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を見て黒いところを飛ばしていっているといったところになっています。これが最後、

純度の高いガラスといったところで、一番最初に使われているガラスになるといったと

ころになります。  

  それ以外に、先ほど銀のお話をさせていただいたんですけども、セルシートの中に銀

が入ってあるので、そこをより抽出しやすいようにといったところで、当社は粉砕をし

ているといったところになります。精錬所のほうに持っていったとしても、大きいもの

というのはそのまま精錬できないので、やはりどこかで破砕をしてあげる必要があると。

運搬効率等々を考えると、自社でやるのが一番いいのかなっていったところで、そこを

内製化しているといったところになります。  

  以上で、発表のほうを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。  

○山中課長 浪越様、ありがとうございます。  

  前、撤去をする会社の方と話をした中で、処分の持っていき先、リサイクルの持って

いき先は、基本は契約を結んで持っていっているんですよなんて話もありました。そう

するとパネルだけリサイクルに持っていこうとすると、契約の問題とかが正直、少し出

たりもするのかなというのもあるんですけど、何か会社的にも引き合いというのは、今

こういうパネルのリサイクルの受入は増えてきているなみたいな感触とかあったりする

ものでしょうか。  

○浪越委員 やはりこの東京といったところは住宅用といったところが多いので、トータ

ル枚数としてはなかなか稼げないところではあるものの、件数としては１件当たり１０

枚から２０枚といったところを数件こなしているといったところです。  

  ただし、京都に関してはメガソーラーであったりとかをターゲットにしているので、

今現状かなりの数量が集まっていて、今、許可の範囲ぎりぎりぐらいまで入っていると

いったところで、今、工場のほうはひーひー言いながらやっているぐらい。あまり聞か

ないとは聞いているんですけども、それぐらい入っているのが現状です。  

○山中課長 じゃあ、保管するのもなかなか大変な感じにもなってきているところですか

ね。  

○浪越委員 おっしゃっているとおり保管といったところと、やはり処理期限といったと

ころというのが、課題になってくるかなといったところでは思っています。  

○山中課長 ありがとうございます。  

  あと、本当はガラスからガラスというのが一番ベストなところではあるんですけど、

グラスウールとかもこうやって処理量が増えていくと、グラスウールだけでは処理し切

れなくなるんじゃないかという話があったんですけど、もう近い将来、そんな感じにな

るような手応え感でしょうか。  

○浪越委員 ここのところに関しては、私が正確にはお答えできないんですけども、聞い

ている、先ほどの資料にもあるとおり、グラスウールが年間２０万ｔ使われているとい

った中で、１５％から１０％、たとえ１００％リサイクルカレットを使ったとしても、

あと１０％ぐらいしかキャパがないと。イコール２万ｔほどしかキャパがないよと。太

陽光パネルの廃棄が２０万ｔから５０万ｔの間で出てきたときには、まず難しいかなと。

ある一定やはり生原料というのも、組成調整というので必要にはなってくるかなとは思

うので、やはり近い将来なってくるのではないのかなと、当社は捉えているといったと
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ころです。  

○山中課長 ありがとうございます。  

  あと、資料の中で、１７ページでリユース・リサイクル協会というところで、いろん

なプレイヤーの方が入っていらっしゃって、リサイクルされる方とかもいろんな手法の

違いがあって、太陽光パネルのリサイクルに関して言えば、いろんな処理のやり方があ

って、それを混在しながら、その後、再資源化がいろんなパターンで進んでいくと、

様々な形で漏れなくリサイクルされていって、やり方は違うんだけど、みんなが適材適

所でリサイクルしていくみたいな形になっていけばいいなという感じでしょうか。  

○浪越委員 おっしゃっているとおりで、先ほど私どもは板ガラスと言ったんですが、例

えば板ガラスメーカーが板ガラスを作っている場所というのも限られるので、やはり近

い地域で、その中で全体を見たときに、よりよいプロセスというのを考えていかないと

いけないのかなと。板ガラスに、例えば九州、北海道から板ガラスメーカーの炉がある

ところまで持っていくとなると、やはり運搬に関わるＧＨＧであったりといったところ

も影響してくるので、全体で考えていかないといけないのかなというふうには思ってい

ます。  

○山中課長 ありがとうございます。そうですね。そのとおりということでお聞きしてい

て、この間、国の審議会の中でもリサイクル施設が、前の国の発表だと６７か所ぐらい

だったのが、この間、１月２３日のときに九十何か所に増えていっていると話がありま

した。そういう中で、いろんなやり方やパターンがあって、その適材適所といった形。

あとは、おっしゃったとおり、なるほどと思ったのが、ガラスを受け入れるところもま

だ限られているので、そこに適したところもあるんだなというところで、そういう示唆

をいただいて、なるほど思いました。また、今後も我々も施策をしていく上で、いろい

ろまたお聞きしたいこともあるかと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。  

  皆様のほうから何か御質問等あれば、どうでしょうか。  

  村井様、お願いします。  

○村井委員 住宅生産団体連合会の村井です。今の京都の工場で産業用パネルが結構な量、

出ているというお話だったんですけど、たどれる範囲でその排出されたときの、この排

出の原因というのはどんなものなんですか。  

○浪越委員 京都に関しては様々なものを受けているので、一概には言えないんですが、

やはり多いと言われているのはリパワリングで、張り替え事業といったところが今現状

は枚数としては圧倒的に多いです。というのもリパワリングするところというのは、そ

れなりの大規模発電所といったところが多いので、１件当たりの発生量といったところ

がもう数千枚、数万枚単位で出てくるといったところが要因としてはあるかなといった

ところがあります。それ以外には、住宅用でも取り外してしまうとか、故障したからも

うやめてしまうとか、そういったところが主な原因にはなってくるといったところには

なっています。  

○村井委員 ありがとうございます。もう一ついいですか。  

  受入れに際してなんですけれども、いわゆるシートの部分の有害廃棄物に関しての、

例えばチェック体制だとか、受入れの範囲だとか、そういったところについての何らか

の制限ってありますか。  
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○浪越委員 当社がやっているのが、結晶シリコン系の太陽光パネルのみを受け入れてい

るといったところになります。有害になるものといえば鉛といったところが一番挙げら

れるんですけども、精錬の中で鉛といったところも回収されるようなスキームになって

いるので、特段受入れの段階では問題がないかなと。一般的に言われる薄膜系ですね。

これというのは実は受け入れていないといったところがあって、薄膜系にはやはりカド

ミウムであったりとかセレンであったりというのが使われているといった観点からも、

当社はそこはターゲットにはしていないといったところがあります。  

○村井委員 ありがとうございました。  

○高橋委員 すみません。よろしいですか。  

○山中課長 お願いします。  

○高橋委員 東京建物解体協会の高橋です。  

  すみません、ちょっと資料７ページをお願いしていいですか。この右側の図で、太陽

光モジュールの排出があって、中間処理にそのまま落ちているプロセスがあるんですけ

ど、この場合って太陽光パネルをそのまま焼却しているということなんですかね。それ

とも１回破砕を入れて、破砕できなかったところ、シート部分とかを焼却するというふ

うになると、ここで次のところに右側に埋立処分というのがあるんですけど、このプロ

セスだと埋立処分に持っていくものがないような気がするんですが、これは埋立処分に

該当するものというのはどんなものがあるんでしょうかというのが一点と。  

  あと、すみません。５ページもお願いします。  

  ここでシートが破砕機にかけられてふるい選別されて、それから精錬会社にという話

になっているんですが、この破砕をしなければいけないのはプロセス的に何か必要なの

かなと思って。ガラスもこれでシートだけだったら、このまま溶融炉に入れてもいいよ

うな気がしたんですけども、以上２点、よろしくお願いします。  

○浪越委員 ありがとうございます。  

  まず一点目に関しましては、ここ焼却等破砕というところが一くくりで囲われている

んですが、これというのは一般的に言われる自動車のシュレッダー、破砕機ですね、こ

れで破砕した残渣を埋立てに回すと。シュレッダーダストというのが、基本的にはもう

埋立てといったところになっているので、そこで埋立処理が入っているといったところ

の絵になっていると思われます。  

  もう一点、シートの粉砕に関しては、これは何でやっているかというと、先ほど言っ

たとおり輸送効率を上げるという観点と、製錬会社というのも、やはり受入規格という

のが存在しますので、その受入規格に入るものを作っていると。そのまま焼いたらいい

じゃないかという観点はあるんですが、そのままでは受入規格に適合しないといったと

ころがあって、当社は粉砕をしているといったところになります。  

○高橋委員 すみません。そうなると基本的に太陽光パネルって、解体現場で板状で取り

外した状態から、管理型の埋立処分場に持っていくまでのプロセスで、どうしてもこの

浜田さんの工場みたいなところに絶対入れないと、そういう形状にはまずならないので、

基本的にはもう埋立処分に該当するものってほとんどないんじゃないかというふうに、

このスキームを見させてもらって感じたので、これ非常に分かりやすくて助かります。

ありがとうございます。  
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○山中課長 ありがとうございます。  

  ほかには、ありますでしょうか。  

  その前のところで、リサイクルの補助のところでまた申し訳ないですが、大門様のほ

うからリサイクルでｋＷ当たり２万５，０００円を補助する際に小数点とかどうやって

処理しているのかと質問がありましたが、それについて回答していなくてすみません。  

  ２万５，０００円×容量、何キロというのは小数点まで計算します。出た値に対して、

１，０００円未満は切り捨てて、補助金を出しているという形の計算の仕方でございま

す。先ほど、そちらを漏れておりまして、申し訳ございませんでした。  

  では、よろしいでしょうか。  

  では、続いて次の議題ですね。次は、情報共有になります。  

  じゃあ、事務局のほうから説明いたします。  

○事務局 では、事務局のほうから情報提供のほうをさせていただきます。  

  まず、この会の皆さんが一番興味あるところだと思うんですが、太陽光パネルのリサ

イクル法制度案についての説明になります。こちらのページと次のページなんですけど、

今年、令和８年１月２３日に行われた太陽光発電設備リサイクル制度小委員会の資料の

抜粋になっております。  

  ここから簡単な説明をさせていただきます。  

  この法制度案では太陽光パネルリサイクル推進に向けて、効率的にリサイクルが実現

できる多量の事業用太陽電池の排出者等に対する、新たな法制度による規制の導入とリ

サイクル費用の低減・体制整備を図るとしております。また大量廃棄に備えて、規制を

段階的に強化、太陽光パネルの幅広い排出者への義務化を目指すとなっています。  

  新たな法制度案の中身ですけど、左の赤の枠の中で、まず一つ目が国による基本方針

の策定、二つ目が多量の事業用太陽電池廃棄物の排出者等への規制として、国が定める

判断基準に基づくリサイクルの取組を義務付け、また排出実施計画の事前届出義務を課

していくというふうになっています。三つ目としては、費用効率的なリサイクルを促進

するためのリサイクル事業者への措置として、効率的なリサイクル事業者を認定し、保

管基準等の特例を設けるとしております。あと五つ目ですが、⑤になりますけど制度の

見直しに向けた検討として、太陽光パネルの幅広い排出者等を対象とした義務付けを検

討し、制度を見直すとしております。  

  簡単ですけど、以上が法制度案の説明で、次のページに移らさせていただきます。  

  こちらも同じように法制度案ですが、こちらは多量の事業用太陽電池廃棄物の排出者

等への規制についての説明になっております。  

  この法律では、排出者は自ら排出または工事の発注者となっており、普通の我々が関

わっている廃棄物処理法とはちょっと変わっています。廃棄物処理法では、工事の元請

が排出者となるので、この辺のこの法律を読むときの切替えというのがちょっと必要か

なというところになっています。  

  この法制度案では、まず一番下の濃い緑のところ、こちらが多量に排出等をする太陽

光発電事業者を想定した規制になっていまして、リサイクルの取組に係る責務、それか

ら判断基準に基づく取組の実施、判断基準に基づく指導・助言、排出実施計画の届出義

務と届出に係る勧告・命令の対象となっています。  
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  ２番目に薄い緑ですが、こちらが主に住宅用の太陽光パネルが対象になると思うんで

すが、対象になっているのは同じく太陽光発電事業者、こちらは工場とか事業所に太陽

光パネルを設置する事業者も想定されています。あと住宅の屋根に設置した太陽光パネ

ルを用いて発電するものも想定になっています。  

  こちらは規制措置としては、リサイクルの取組に関わる責務、これは一緒です。それ

から判断基準に基づく取組の実施、判断基準に基づく指導・助言の対象になっています。  

  こちらの説明は、以上です。  

  あと三つ目の情報提供ですが、こちらはガラスの水平リサイクルの技術開発委託事業

についての説明になります。令和８年１月２３日の環境省の報道発表資料より抜粋して

おります。令和７年度の補正で、国内資源循環体制構築に向けた再エネ関連製品及びベ

ース素材の全体最適化実証事業の公募が、令和８年１月２３日より実施されております。

現在も公募期間中で締切りが２月１３日、今週の金曜日となっております。予算につい

ては、１件当たり１億円を上限としており、実施期間が令和９年３月末までというふう

になっています。  

  以上が国の動きの情報提供になります。  

○山中課長 補足しますと、国の法制度案が１月２３日に公表されて、あの資料の中には

地方公共団体にもその役割を付していきますみたいなことが書いてありました。その後

に新しい法制度に対して１月の下旬に自治体向けに説明会もありました。その中では、

１月２３日の発表内容から特に進んだということはなくて、地方公共団体に具体的にこ

ういったことをお願いしますよというところもまだなかったです。これからそういった

ことは決まっていくだろうなというところで、それに対して我々もちゃんと対応してい

くようにやっていかなきゃいけないんだろうなと思っているところが一つあります。  

  あとは、国が定める判断基準に基づいたリサイクルの取組を義務付けるということで、

この判断基準の内容がどういう内容になっていくのかというところを我々も一番に注視

していく必要があると考えています。２０３０年代後半の大量廃棄のときに向けては、

規制を強化していき、幅広い対象にリサイクルを課していくんだというのがあるので、

それもできるだけ早くやっていってもらいたいというところがあるんだなと思っており

ます。  

  また、地方公共団体に課されるこういう要求、こういったことをやってくれみたいな

ことが分かった段階で、我々はこうやっていくんだみたいなのがあれば、またこの協議

会の中で、そういった情報も共有させてもらいながら進んでいければと思っております。  

  以上、補足でございます。  

  こちらについて何か質問といっても我々も答えられないところがあるので、所感とい

いますか、こう思うなというのがあれば、何かこの場で言っておきたいということがあ

ればお願いいたします。  

 

○新井委員 丸紅、新井です。  

  これは恐らく、次の通常国会で可決成立するので、公布から１年半ということは、も

う２７年の１２月とか２８年１月ぐらいからもう施行されてしまうということで、法律

ができてから恐らく細則とか作るのを見ても、準備期間は相当短いと思うんですけども、
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という所感があって、ちょっとこの次のページへ行ってもらいたいんですけども、これ

は東京都の推進協議会なので、東京都にフォーカスしたことを言いますけども、大体が

住宅ですよという話で言うと、これ住宅は②に当たるので、排出計画の届出義務の対象

から外れているんですよね。  

  廃掃法とは違って、排出者が処理に責任があるということは、住宅用の太陽光パネル

の責任者、各御家庭がその排出に責任を持つということになっているものの、この届出

義務とか命令勧告の対象外ということは、恐らく実質的にはもうフリーというか、義務

化と言いつつも、もう実質、義務とする、捉える人はほぼいないんだろうなと思ってい

ますという中で。これは質問なんですけど、東京都さんとして独自の住宅用の太陽光パ

ネルの排出者、御家庭に対して、何らかのこれに加えた義務なり強制力を持たせること

を考えていらっしゃいますか。  

○山中課長 私、担当の考えというところではありますが、まず一つは今パネルのリサイ

クルの補助をやっていますが、そういった補助をしていって、東京都としてリサイクル

の推進を続けていきたいと思っています。あと、国のほうでは段階的に規制を強化して、

幅広い排出者に対しての義務を課していくんだというのはあるので、②の方々がどうい

った形になっていくか、国の今後の進め方を見ていく必要はあるんだろうなと思ってい

るというところではあります。  

  リサイクルをしていく上で大事なところとして、国のこの資料の説明でもあったのは、

リサイクル体制をしっかり構築していくことと、あとは負担が少なくリサイクルができ

ること、この二つを推し進めていく必要があるということでした。リサイクルの体制を

整えるということに関して、まず都としましてはリサイクル設備の導入補助に対して、

国の補助に同調して、さらに都の中で進めていってくださいということをやっています。  

  あとは、リサイクルに対する費用負担を軽減していかなきゃいけないと考えています

が、国としてはいろんなことをしていって、そのリサイクルの費用を低減していきます

よと言っているんですけれども、それに向けてはまだ費用の差が大きいです。こういう

中では、都としてはそこについて差額の分を補助していって、まずそこをちゃんとリサ

イクルに持っていくんだというところで、二つの面で対策をしており、まずはそれでリ

サイクルに誘導していくんだと考えているというところです。  

  これは担当している私の今のこの考えというところにはなりますけれども、そういう

ふうに考えているというところで理解いただければと思います。  

○新井委員 ありがとうございます。  

○山中課長 お願いいたします。  

○大槻委員 日本ＰＶプランナー協会の大槻です。  

  今のお話にありまして、実際の施行が少し先であると。その前に東京都の補助金が終

わってしまいますよね、このリサイクルの今の計画では。これを見ますと令和９年かな。  

○山中課長 そうですね。令和９年までになります。国の新たな法制度の施行も恐らく９

年の１２月とか、そのぐらいになるのかなというところではあります。  

○大槻委員 今の御発言からすると、そこに新たな考え方で、新たな補助金を出す可能性

もあると。  

○山中課長 そうですね。まだ、はっきりとこうとは言えないですけれども、何らかの検
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討をしていかなきゃいけないだろうなと思っています。  

○大槻委員 十分期待したいと思います。よろしくお願いします。  

○山中課長 恐れ入ります。  

  ほかにございますでしょうか。  

  国の昨年３月にあった取りまとめでは、かっちりした義務化というのはあったんです

けど、先ほど新井様からも実際そうはいってもなかなかこれだとどこで実効性があるん

だろうという話もいただきましたが、我々も少し残念だったなと思っているところはあ

ります。都としては、そういう側面もありながらも、やっぱりリサイクルを推進してい

くということは、引き続きやっていきたいと思っております。また皆様と協議会とかで

いろいろ意見交換しながら、御意見をいただきながら、都としてやれることを考えてい

き、進めていきたいと思っております。  

  何か、ほかに今日言い残したことがあればどうでしょうか。よろしいでしょうか。  

  協議会、今年度２回させていただきまして、また来年度もまた協議会のほうをさせて

いただきたいと思っております。そのときには、今年度、太陽光パネルの排出実態調査

をまた引き続きやっておりますので、そちらでの結果などを説明させていただいて、い

ただいた御質問の内容にも答えられるような整理していければと思いますので、引き続

きよろしくお願いしたいと思います。  

  では、本日はこれにて閉会をとさせていただきます。  

  本日はお忙しい中、御出席いただきまして、本当にありがとうございました。  

（午後 ４時３３分 閉会）  

 


